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進学、進級のこの時期、生活環境の変化に伴い、飲酒、喫煙、深夜はいか

い等の不良行為や、万引き、薬物乱用等の非行に走る少年が増加する傾向に

あ ります。

またスマホデ ビューに伴い、インターネ ットを通 して知 り合った者に調 さ

れて、児童ポルノや児童買春等の性被害に遭 う危険性 も高まります。

少年を児童ポルノや児童買春等の性被害から守るため、社会全体でインタ

ーネ ッ トの危険性を正 しく認識 し、この種犯罪を撲滅 しましょう。
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黒轟む.Iてや.織サ壕軒「‐■寺1藝裏誕:醸

タ ☆ □夜遊びや無断外泊が増える         」

□今まで付き合ったことのないような友達が増える

□金遣いが荒くなり、お金を欲しがる機会が増えた

□小遣いでは買えないような高価な物を持っている

□部屋に閉じこもりがちになった

r

ンゞ

ヽ
/ミ|

,デ〔弩夫 名

_壺l璽:聾:り:窒12ムl」壺:二当二壁:壁雲:止.至.塑国主.週■2:Lttlk_週塑

な注意・アドバイる_豊主ることが必要で■L少年の変生|こ早いうちに気饉く

ことて、_少生生狙墨墾豊立り二」f藝塗 上ユ壁蜃雲≧堕墜Q盪塾2■■上上

☆スマホの利用に安心安全を☆
保護者の方がお子様にスマホを買い与える際には、

①保護者とお子様が話し合いルールを作る

例えば、「使用時間は何時まで」「自画撮り写真は送らない」「人の悪日は書かない」「課金について」

②お子様のスマホに「フィルタリング」アプリを導入

ネットの中での危険から遠ざけることができます。なおフィルタリングの設定は保護者が行います。

お子様の成長とスマホの利用内容に沿って設定を変えてください。
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1 令和6年度から和歌山県警察官採用試験内容が変わります。

変更点

① これまで 1次試験で行っていた教養試験を、特別な公務員試験対策が不要な基礎能力試験SCOA
に変更します。

② リセット方式の導入

第 1次試験 (基礎能力試験等)の得点は、第 1次試験を合格すれば、それ以降の試験の得点には合

計せず、第 2次試験、第 3次試験の合計得点で最終合格者を決定します。

2 採用試験 日程等

試験日程

受験資格

※ その他採用試験の詳細は、和歌山県警察ホームページ等を御覧ください。

3 SNS等 による採用情報の発信について

採用情報や説明会情報は和歌山県警察ホ‐―ムペーージに掲載 します。

また、X(旧 ツイッター)、 インスタグラム等のSNSか らも採用情報を発信 します。

編集発行

有田湯浅警察署

TEL
S4-0110
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試 験 名 受 験 資 格

男性

:女 4生

平成 4年 4月 2白 以 降 |こ 生 まれ た人 で 、大 学 (短 期 大 学 を除 く。 )を

卒 業 した 人、 又 は 令 和 7年 3月 末 日ま で に 卒 業 見 込 み の 人

有 田湯浅警察署では、防災無線により特殊詐欺事件の警戒広報等を実施することがあ ります。 ご協力お願い します。
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